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水　越　一　斗

令和 3年 6月，国土交通省は令和 3年度からの 5年間を計画期間とするインフラ長寿命化計画（行動計
画）の第 2次計画を策定した。今後の取組の方向性として，「計画的・集中的な修繕等の確実な実施によ
る「予防保全」への本格転換」，「新技術・官民連携手法の普及促進等によるメンテナンスの生産性向上の
加速化」や「集約・再編やパラダイムシフト型更新等のインフラストックの適正化の推進」を掲げている。
本稿では，国土交通省のこれまでの取組や，第 2次計画を踏まえた今後の目指すべき姿「持続可能なイン
フラメンテナンスの実現」に向けた取組について紹介する。
キーワード：  インフラ長寿命化，老朽化対策，予防保全，持続可能なインフラメンテナンス

1．はじめに

近年，自然災害が激甚化・頻発化し，それに伴う被
害も毎年発生しているところである。自然災害発生時
には，その被災状況に着目されがちであるが，一方で，
これまで整備・維持管理してきたインフラにより，人々
の生命・財産が守られている例もある。平成 30 年台
風 21 号では大阪湾の潮位が既往最大を記録したが，
堤防や水門等の整備及びその後の適切な維持管理によ
り浸水被害はゼロであり，約 17 兆円の被害を防止す
ることができたと推定されている（写真─ 1）。
このようにインフラは国民の安心・安全を確保する

とともに，社会経済の基盤となり，人々の生活を豊か
にする役割を担うものであり，国土交通省において
は，道路，河川，港湾など多岐に渡るインフラを所管
している。しかし，インフラが持つ機能を適切に発揮
させるためには，整備した後も適切な維持管理を実施
していく必要がある。
我が国のインフラは高度経済成長期に多数整備され

たが，今後においてはそれらの施設の老朽化が進展し
ていく。一定年数が経過したからといって，危険であ
り，直ちに更新しなければならない，ということは決
してないが，人々の生活を支えるインフラであり続け
るためには，常に健全な状態に保たせるための適切か
つ計画的なインフラメンテナンスを実施していかなく
てはならない。

2． 国土交通省におけるインフラ長寿命化に
関するこれまでの取組

国土交通省では，平成 25 年を「社会資本インフラ
メンテナンス元年」と位置づけ，それ以降，インフラ
の長寿命化，適切なメンテナンスの実施に向けた様々
な取組を実施してきた。それらは主に以下の 3つに分
類される。
・メンテナンスのサイクルを構築する
・将来の維持管理・更新費を抑制する
・メンテナンスの生産性を向上する
これらの取組は，インフラが将来に渡ってその機能
を発揮し続ける「持続可能なインフラメンテナンスの
実現」に繋がるものである（図─ 1）。

（1）メンテナンスのサイクルを構築する
インフラのメンテナンスにあたっては，施設の状態
を的確に把握し，劣化・損傷が確認された場合は修繕

国土交通省インフラ長寿命化計画（行動計画） 
第２次計画を策定

行政情報

特集＞＞＞　河川・ダムの治水対策，維持管理，点検補修

平成30年の台風第21号（９月）では，木津川水門が市街地の高潮浸水を防止。
写真─ 1　高潮から市街地を守る木津川水門（大阪府提供）
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等を行い機能回復させる，といった一連のサイクルを
構築することが重要である。そのサイクルの核として
の役割を担うのが各施設の個別施設毎の長寿命化計画
である「個別施設計画」であり，国土交通省を含む政
府全体の目標として，令和 2年度までに個別施設計画
を策定することとされている。
国土交通省所管分野における令和 2年度末時点での

個別施設計画の策定率は（表─ 1）のとおりであり，
7分野にて計画策定が完了した。一方で，6分野にお
いては未策定施設が残っている状況であり，これらの
分野については，早期の策定完了に向け，引き続き取
組を推進していく必要がある（令和 3年度末時点での
策定状況については現在調査中）。
また，各々のインフラにおいて定められた点検サイ

クルに基づき，施設健全度の把握を着実に実施してい
る。例えば，橋梁，トンネルなどの道路施設は点検を
5年に 1 度行うこととなっているが，平成 26 ～平成
30 年度の 5 年間で全ての点検が完了した。令和元年
度から 2巡目の点検に入っているが，より効率的な点
検を実施するため，ドローンをはじめとする新技術の
開発・普及に伴い，点検要領等の改訂を実施している。

（2）将来の維持管理・更新費を抑制する
インフラの維持管理・更新にあたっては，損傷が軽

微なうちに修繕を行う「予防保全」と，損傷が甚大に
なってから大規模な修繕・更新を行う「事後保全」が
ある。国土交通省では，所管する 12 分野における将
来の維持管理・更新費を推計しており，予防保全の場

図─ 1　国土交通省のインフラ長寿命化の取組の概要

≪各分野における個別施設計画の策定率（令和3年3月31日時点）≫

分野 対象施設 策定率 分野 対象施設 策定率

道路

橋梁 96%
鉄道

鉄道（線路（橋
梁，トンネル等
構造物））

100%

トンネル 83% 軌道（線路建造
物） 100%

大型の構造物 82%

自動
車道

橋 100%

河川・
ダム

主要な河川構造物 100% トンネル 100%

ダム 99.6% 大型の構造物
（門型標識等） 100%

砂防
砂防設備，地すべ
り防止施設，急傾
斜地崩壊防止施設

100% 航路
標識

航 路 標 識（ 灯
台，灯標，立標，
浮標，無線方位
信号所等）

100%

海岸 堤防・護岸・胸壁
等 99.5%

公園

都市公園（国営
公園） 100%

下水道 管理施設，処理施
設，ポンプ場 100% 都市公園 95%

港湾

係留施設 99.6%

住宅

公営住宅 94%

外郭施設 98% UR賃貸住宅 100%

臨港交通施設 99% 公社賃貸住宅 100%

廃棄物埋立護岸 99%

官庁
施設

庁舎等 100%

その他（水域施設，
荷さばき施設，旅客
乗降用固定施設，
保管施設，船舶役務
用施設，海浜，緑地，
広場，移動式旅客
乗降用施設）

96% 宿舎 100%

空港

空港土木施設（滑
走路，誘導路，エ
プロン）

100%

空港土木施設（幹
線排水，共同溝，
地下道，橋梁，護岸）

100%

空港機能施設（航
空旅客の取扱施設） 100%

表─ 1　個別施設計画の策定率（令和 2 年度末時点）
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合，事後保全と比較して 1年あたりの費用が 30 年後
には約 5割縮減，30 年間の累計でも約 3割縮減の見
込みとなった（図─ 2）。早期の安全・安心の確保を
図るとともに，インフラを長寿命化させ，将来の維持
管理・更新費を可能な限り抑制し，財政負担を軽減す
る観点からも，予防保全型インフラメンテナンスへの
転換が重要な手段であると言える。
一方で，例えば道路橋梁では約 7万橋（全橋梁の約

1割に相当）が早期に修繕等の対策が必要な状況にあ
るなど，損傷により予防保全の管理水準を既に下回っ
ている状態の施設が多数存在している（写真─ 2）。
これらの施設は，修繕等により機能を回復させないと
予防保全型のインフラメンテナンスに移行できない
が，特に地方公共団体が管理する施設において修繕等
の遅れが発生している状況である。
国土交通省では，地方公共団体が計画的・集中的に

インフラの老朽化対策が実施できるよう，交付金によ
る財政的支援のほかに，令和 2年度に個別補助制度を
設立した（道路メンテナンス事業補助制度，水門等河
川管理施設の大規模更新事業）。さらに，令和 4年度
からは，個別補助制度の拡充（橋梁の単純撤去に対す

る個別補助，河川管理施設の個別補助対象の拡充，港
湾施設における個別補助制度の設立）を行っており，
地方公共団体への更なる財政的支援を実施している。

（3）メンテナンスの生産性を向上する
地方公共団体，特に市町村において多くのインフラ
を所有，管理されているものの，技術系職員などのメ
ンテナンスに携わる人的資源が不足している状況であ
る。しかし，そのような状況においてもメンテナンス
を的確に実施していかなくてはならず，効率的・効果
的なインフラメンテナンスの実施が必要である。
国土交通省では，行政の縦割りを超えた多様な主体

との連携，新技術導入・データの利活用の促進など，
地方公共団体が管理する施設も含めたメンテナンスの
生産性向上に向けた取組を推進してきた。例えば，地方
整備局や直轄事務所が中心となり，地方公共団体職員
も含めた研修の実施，地方公共団体等が参画し情報共
有や意見交換を定期的に行うメンテナンス会議の開催，
市町村のニーズを踏まえて都道府県が点検・診断業務

図─ 2　将来の維持管理・更新費の推計結果

写真─ 2　早期に対応が必要な施設が多数

内部の鉄筋が露出した橋梁 陥没した港湾施設のエプロン部分

老朽化した海岸堤防 クラックが生じた河川護岸

写真─ 3　広域的な連携による維持管理体制の確保

図─ 3　インフラメンテナンス国民会議を活用した新技術の例
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を地域単位で一括発注する取組など，広域的な連携に
よる維持管理体制の確保を促進している（写真─ 3）。
また，インフラメンテナンスの理念普及等を目的に

平成 28 年に設立された「インフラメンテナンス国民
会議」（令和4年 3月時点の産学官民の会員数2,508者）
では，フォーラムや各種イベントを全国各地で開催し
ているが，企業の技術シーズと行政ニーズをマッチン
グする取組を行っており，令和4年3月時点で8技術，
延べ 73 件の社会実装を創出した（図─ 3）。

3． 国土交通省インフラ長寿命化計画（行動計
画）の第2次計画（令和3年度～令和7年度）

先述したとおり，国土交通省は令和 3年度からの 5
年間を計画期間とするインフラ長寿命化計画（行動計
画）の第 2次計画を策定した。次からは，第 2次計画
の主な取組内容について紹介する。

（1）「予防保全」への本格転換
先述したように，予防保全に基づくインフラメンテ

ナンスへ転換していくには，現時点で予防保全の管理
水準を既に下回る状態の施設に対して修繕等を実施
し，機能を回復させる必要がある（図─ 4）。安全・
安心の早期確保とともに，将来の維持管理・更新費の
抑制を図っていくため，計画的・集中的な修繕等によ
る予防保全への本格転換に向け，分野毎に施設の修繕
率の数値目標として設定し進捗管理を行いながら，取
組を推進していく。
なお，令和 2年 12 月に閣議決定した「防災・減災，

国土強靱化のための 5か年加速化対策」において「予
防保全型インフラメンテナンスへの転換に向けた老朽
化対策」が柱の一つとして位置づけられた。インフラ
が今後一斉に老朽化していき，適切に管理に対応しな
ければ我が国の行政・社会経済システムが機能不全に
陥ることが懸念されることから，政府全体としても，
予防保全型インフラメンテナンスへの転換の加速化を
図っていくこととしている。

（2）新技術等の一層の普及促進
地方公共団体等が適切かつ効率的なインフラメンテ
ナンスを将来的に実装していけるよう，メンテナンス
の生産性向上に資する取組を一層加速化させていく必
要がある。
コスト縮減や省力化が見込まれる新技術等の採用を
予定している事業に対して，交付金の重点配分の対象
にするなど，令和 3年度から財政的インセンティブの
仕組みを導入している。また，令和 3年 3月に作成し
た「インフラ維持管理における新技術導入の手引き
（案）」を周知するとともに，更なるブラッシュアップ
を行い，地方公共団体の新技術導入の契機，環境整備
を図っていく（図─ 5）。先述したインフラメンテナ
ンス国民会議を通じた新技術のシーズとニーズのマッ
チング支援により，各々の現場に合った新技術の導入
促進を図っていく。
また，よりよい行政サービスの提供やメンテナンス
の効率化を図るため，維持管理分野に官民連携手法を
導入し，民間企業が持つ知見・ノウハウ・技術力を活
用していくことも重要である。道路・公園など複数施
設や巡回・維持など複数業務をまとめて委託する「包
括的民間委託」など，官民連携手法の導入を検討する
地方公共団体に対する支援や知見の横展開などを進
め，民間活力による効率的なインフラメンテナンスを
推進していく。

（3）インフラストック適正化の推進
予防保全等に向けた取組等により，可能な限り施設

図─ 4　事後保全と予防保全のメンテナンスサイクル

図─ 5　インフラ維持管理における新技術導入の手引き（案）
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を長寿命化していくものの，いつかは更新等を行わな
ければならない時期が来る。その際に，これまでと同
様のものに単純に更新するだけではなく，社会情勢の
変化や利用者ニーズ，将来のまちづくり計画等を踏ま
えて，施設の撤去や集約化，再編等を行い，インフラ
ストックの適正化を図っていくことも重要である。
国土交通省では，インフラの集約・再編等に関し，

事例や考え方をまとめたガイドライン等の作成，交付
金等による財政的支援を実施している（写真─ 4）。
引き続き集約・再編等の取組を推進していくととも
に，例えば道路分野での「施設の集約・撤去，機能縮
小等を検討した地方公共団体の割合」など，分野毎に
集約・再編に関する取組を数値目標として設定のう
え，進捗管理を行い，時代に合ったストック効果の更
なる向上を図っていく。
また，施設更新時に新技術の恩恵を享受し機能向上
を付加するなど，更新時のパラダイムシフトを図ってい
くことも重要な視点である。先行事例として河川機械
設備とし，大量生産品の導入による「マスプロダクツ
型排水ポンプ」の技術研究開発を実施していく（図─6）。

（4）個別施設計画の内容の充実化
メンテナンスサイクルの核となる「個別施設計画」
は現時点で未策定の分野が残っているものの，概ね順
調に進捗してきた。一方で，計画策定後においても，
各インフラを所管する地方公共団体等におけるメンテ
ナンスの取組状況を通じて，計画内容の更新や内容を
より充実していくことが望ましい。
国土交通省では，各地方公共団体の個別施設計画の
記載内容を一覧にとりまとめ，ホームページに公表す
る「見える化」の取組を実施している。
（URL：https://www.mlit .go . jp/sogoseisaku/
maintenance/index.html）
さらに，コスト縮減に向けた短期的な数値目標等の
具体的な方針を個別施設計画へ記載することを，イン
フラ老朽化対策にかかる補助金・交付金の要件化とす
るなど，計画内容の更なる充実化に向けた取組を推進
していく。

4．施策を実行していくにあたっての視点

今回紹介した第 2次計画を策定したほぼ同時期に，
中長期的な視点から社会資本整備に取り組むための道
しるべである「社会資本整備重点計画」の第 5次計画
が閣議決定された。「持続可能なインフラメンテナン
ス」を含む 6つの重点目標が設定され，その目標達成
に向けては『3つの総力（主体・手段・時間軸）』『イ
ンフラ経営（インフラを国民が持つ「資産」と捉え，
その潜在能力を引き出すとともに新たな価値を創造）』
の視点を取り入れることとされている。
これらの視点に基づくメンテナンスの施策として，先
述したような中長期的な財政負担軽減に向けた予防保全
への本格転換，新技術活用によるメンテナンスの高度化・
効率化，官民連携によるインフラの維持管理，集約・再
編によるインフラ全体の最適化などが挙げられ，その実
施主体はインフラ管理者にとどまらず，住民も含めた様々
な主体が参画し，取組を進めていくことが重要である。
人々の生活を支えるインフラを将来の世代に確実に
引き継いでいくため，先に掲げた取組等を確実に推進
していく。
 

図─ 6　パラダイムシフト型更新の検討

写真─ 4　集約・再編等の取組事例
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